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令和４年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会  会議録 

令和４年２月１０日(木) 午前１０時３０分開議 

  アートホテル鹿児島 ３階 桜島の間 

 

議 事 日 程〔第１号〕 

 

日程第 １ 議席の指定 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 議案第 １号 令和３年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第２号） 

日程第 ５ 議案第 ２号 令和３年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第 ３号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 

日程第 ７ 議案第 ４号 令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計予算 

日程第 ８ 議案第 ５号 令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ９ 議案第 ６号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般職の任期

付職員の採用等に関する条例制定の件 

日程第１０ 議案第 ７号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合第４次広域計

画策定の件 
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本日の会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 
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出 席 議 員（１６人） 

１ 番  下 鶴  隆 央  議 員   ２ 番  川 越  桂 路  議 員 

３ 番  豊 留  榮 子  議 員      ４ 番  野 畑   直  議 員 

５ 番  椎 木  伸 一  議 員   ７ 番  川 越  信 男  議 員 

９ 番  下 平  晴 行  議 員   １０番  塗 木  弘 幸  議 員 

１１番  橋 本  欣 也  議 員   １２番  森 山  良 和  議 員 

１４番  仮 屋  良 二  議 員   １５番  神 﨑  文 男  議 員 

１６番  宮 原   順  議 員      １７番  德 永  留 夫  議 員 

１８番  鎌 田  愛 人  議 員   １９番  竹 田  泰 典  議 員 

 

欠 席 議 員（４人） 

 ６ 番  木 原  繁 昭  議 員      ８ 番  中 屋  謙 治  議 員 

１３番  小 園  裕 康  議 員    ２０番  池 山  富 良  議 員 

 

説明のため出席した者（７人） 

広 域 連 合 長 職 務 代 理 者 （ ※ 副 広 域 連 合 長 ）  川 添   健 君 

事 務 局 長  田 﨑  寛 二 君   総 務 課 長  神 田  洋 人 君 

総務課主事  長 川  浩 也 君   業務課主査  大久保  瑞貴 君 

業務課主査  永 山  広 子 君   業務課主事  児 玉  華 奈 君 

 

職務のため出席した者（２人） 

事務局次長  桐 野  義 之 君    事務局主事  三 浦  嘉 子 君 
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＝開会：午前１０時３０分＝ 

 

○議長（川越 桂路君） これより、令和４年鹿児島県後期高齢者医療広域連

合議会第１回定例会を開会いたします。 

なお、４番の野畑議員より遅参の申し出がございますので、御報告申し

上げます。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

○議長（川越 桂路君） この際、諸般の報告をいたします。 

配付いたしましたとおり、まず議員異動の報告がございます。 

昨年１１月開催の令和３年第２回定例会以降の、広域連合議会議員の異

動については、配付いたしております「議員異動報告書」のとおりであり

ます。 

次に、配付いたしましたとおり、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定による「例月現金出納検査」の結果報告がありました。 

本日の議事日程は、配付いたしました議事日程「第１号」のとおりであ

ります。 

○議長（川越 桂路君） それでは、日程第１「議席の指定」を行います。 

去る、令和３年１１月１０日付け、令和３年１１月１５日付け、及び令

和３年１２月２０日付けの告示により実施された、広域連合議会議員補欠

選挙で当選されました、竹田泰典議員、中屋謙治議員、及び宮原順議員の

議席は、会議規則第４条第２項の規定により、竹田泰典議員を１９番、中

屋謙治議員を８番、及び宮原順議員を１６番に指定いたします。 

○議長（川越 桂路君） それでは、日程第２「会議録署名議員の指名」を行

います。 

今議会の会議録署名議員は、議席番号７番 川越信男議員及び議席番号

１８番 鎌田愛人議員を指名いたします。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第３「会期の決定」を議題といたします。  

お諮りいたします。 

今議会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

○議長（川越 桂路君） ここで、川添健広域連合長職務代理者から発言の申

し出がありますので、これを許可いたします。 

  〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

川添広域連合長職務代理者。 

  〔川添健広域連合長職務代理者 起立〕 

○広域連合長職務代理者（川添 健君） 皆様、おはようございます。 

副広域連合長の川添でございます。 

令和４年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会の開会にあ

たり、一言御挨拶を申し上げます。 

まず、中西広域連合長が、令和４年２月４日付けで鹿屋市長の任期が満

了となりましたことから、広域連合規約により広域連合長の職を同時に退

任いたしております。 

このため、今回の定例会は、私が広域連合長職務代理者として務めさせ

ていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

本日は、令和４年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

方には大変御多用な中、御出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。 

本県の後期高齢者医療制度につきましては、議員の皆様方をはじめ、構

成市町村の皆様の御協力により、円滑な運営が図られていることに、深く

感謝を申し上げます。 

さて、最近の後期高齢者医療制度を取り巻く状況でございますが、 

昨年６月、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法

等の一部を改正する法律」が成立し、本年１０月から一定以上の所得のあ

る方について、医療費の窓口負担が２割となります。 

３年間は、外来の１か月の自己負担の増加額を最大３千円までとする配

慮措置が講じられておりますので、そのことを含めまして、制度の周知・

広報を丁寧に行ってまいりたいと考えております。 

本日は、予算議案４件のほか、広域連合第４次計画の策定、令和４年度、
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５年度の保険料率に関する条例改正など計７件の議案を提案しております。 

保険料率につきましては、今後、団塊の世代の保険加入により被保険者

数が急増することや、医療の高度化などにより、一人当たりの保険給付費

も依然として増加傾向にある中で、保険料の急激な上昇の抑制に努めたと

ころでございます。 

御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、議会の開会にあ

たりましての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いを申し上げます。 

  〔川添健広域連合長職務代理者 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第４ 議案第１号「令和３年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）」を議題といたしま

す。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第１号「令和３年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第２号）」について、御説明申し上げます。 

議案書の１ページをお開きください。 

今回の補正は第１条にございますように、歳入歳出をそれぞれ６７８万

１千円減額し、予算の総額を８,８６５万８千円とするものです。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

まず、歳入でございます。 

1 款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 事務費負担金を、６７

８万１千円減額しております。 

これは、歳出予算の執行見込み残等を減額することに伴い、市町村から

の事務費負担金を減額するものでございます。 

次に歳出でございます。 

８ページをお開きください。 
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１款１項１目 議会費を１５８万３千円減額しておりますが、これは臨

時会を開催しなかったこと等によるものでございます。 

２款 総務費 １項 総務管理費 1 目 一般管理費につきましては、

７万９千円減額しております。 

これは、派遣職員の赴任旅費や、運営委員会及び幹事会の委員旅費の執

行残の減額等によるものと、派遣職員の人事異動に伴う人件費負担金の増

額等によるものであります。 

３款１項１目 予備費は、５１１万９千円減額しております。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第１号「令和３年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第２号）」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第５ 議案第２号「令和３年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第２号「令和３年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について、御説
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明申し上げます。 

   議案書の９ページを御覧ください。 

今回の補正は第１条にございますように、歳入歳出それぞれ９９億６,

７６８万６千円減額し、予算の総額を２,８１８億２,７６６万５千円とす

るものであります。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

１５ページをお開きください。 

まず、歳入でございます。 

１款 市町村支出金 １項１目 事務費負担金を１,１７０万２千円減

額しております。 

これは、市町村事務費負担金を財源としている各種事業費に執行残が見

込まれるため、減額するものでございます。 

２目 保険料等負担金を４,０９０万７千円減額しております。 

これは、保険料負担金の決算見込み及び保険基盤安定負担金の確定に基

づき、減額するものでございます。 

３目 療養給付費負担金を、７億５,３５７万１千円減額しております。 

これは、算出基礎となる給付費等総額が大幅な減となっていることから、

その財源となる国県市町村等の負担金等も減額となるものでございます。 

２款 国庫支出金 １項１目 療養給付費負担金を、２２億６,０７１万

４千円減額しております。 

２項１目 調整交付金を９億１,７８２万６千円減額しております。 

これは、主に普通調整交付金の交付対象となる給付費等総額の見込み減

に基づき、減額するものでございます。 

２目 後期高齢者医療制度事業費補助金を８,１２１万５千円減額して

おります。 

これは主に、長寿健診に係る財源の一部が特別調整交付金で交付される

ことに伴い、減額するものでございます。 

４目 災害臨時特例補助金を１３万６千円計上しております。 

これは、東日本大震災で被災された方の一部負担金免除及び保険料軽減

の特例措置に対する補助金を、計上するものでございます。 
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３款 県支出金 １項１目 療養給付費負担金を、７億５,３５７万１千

円減額しております。 

１６ページをお開きください。 

２項１目 財政安定化基金交付金を１２億５千万円減額しております。 

これは、療養給付費の財源が不足する場合等に交付を受けることとして

おりましたが、基金からの交付が不要と見込まれるため、減額するもので

ございます。 

４款 支払基金交付金 １項１目 後期高齢者交付金を３９億７,２６

４万２千円減額しております。 

５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金を２,６６６万５千円増

額しております。 

１７ページを御覧ください。 

８款 諸収入 ３項２目 返納金を４,８０１万６千円増額しておりま

す。 

これは、医療機関等の診療報酬請求の誤りや、被保険者の負担割合相違

等に伴う返納見込みに基づき、増額するものでございます。 

次に歳出でございます。 

１８ページをお開きください。 

１款 総務費 １項１目 一般管理費を２５１万５千円減額しておりま

す。 

これは、旅費や委託料の執行見込みに基づき、減額するものでございま

す。 

２項 医療費適正化事業費 １目 レセプト点検事業費を９０９万８千

円減額しております。 

これは、業務委託料の執行残が生じたことにより減額するものでござい

ます。 

１９ページを御覧ください。 

２款 保険給付費 １項１目 療養給付費を９０億２,４４４万６千円

減額しております。 

２目 療養費を２億６,３９１万円減額しております。 
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３款１項１目 特別高額医療費共同事業拠出金を２,６６６万５千円増

額しております。 

これは、今年度の負担金の決定に伴い、増額するものでございます。 

４款 保健事業費 １項２目 一体的実施推進事業費を１億８,９１０

万４千円減額しております。 

これは、主に委託料の実績見込みに基づき、減額するものでございます。 

３目 その他健康保持増進事業費を１９４万２千円増額しております。 

これは、主に特別対策補助金の交付見込みに基づき、増額するものでご

ざいます。 

２０ページをお開きください。 

５款 基金積立金 １項１目 運営安定化基金積立金を９９３万円増額

しております。 

これは、令和６年度の機器更改費用の負担金に対応するため、市町村事

務費負担金を財源に積立を行うもので、１千万円増額するものであります。 

なお、補正額は公金運用益の７万円の減額を加味したものでございます。 

最後に、８款１項１目 予備費を５億１,６９６万円減額しております。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑、討論はないも

のと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第２号「令和３年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第６ 議案第３号「鹿児島県後期高齢者
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医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第３号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について、

御説明申し上げます。 

議案書の２３ページからでございますが、今回の条例改正は保険料率を

改定するほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

それでは、条例の改正内容を説明いたします前に、まず、主な改正理由

の一つである保険料率算定について御説明いたします。 

議案説明資料の１３ページをお開きください。 

後期高齢者医療制度における保険料は、高齢者の医療の確保に関する法

律第１０４条の規定により、広域連合の条例で定めた保険料率によって算

定することとなっております。 

その保険料率は２年ごとに定めることとされていることから、今回、令

和４・５年度の保険料率を定めようとするものであります。 

１４ページをお開きください。 

この総括表の左側の欄に保険料率算定に関する項目を、中央の欄に今回

の令和４・５年度保険料率に係る算定数値を、右側の欄に令和２・３年度

の保険料率算定時の数値を、また、その右側の欄に行番号を記載しており

ます。 

この表の見方でございますが、行番号１番の給付費等総額から、６番の

その他までの各費用を合計したＡの費用計５,７５８億９,０２５万９千円

が令和４・５年度の２年間において、後期高齢者医療制度の運営に必要と

見込まれる費用の額となります。 

７番の国庫負担金から１４番のその他までの各収入を合計いたしました
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Ｂの収入計５,２１４億７,５６４万９千円が国・県・市町村の法定の負担

金や現役世代が加入する保険者からの支援金など、２年間で見込まれる収

入の額となります。 

さらに、令和３年度の剰余金を４・５年度の収入として繰り入れること

としておりまして、その額が１５番の剰余金繰入額３６億８,３７８万２千

円となります。 

なお、１６番の財政安定化基金交付金額でございますが、財政安定化基

金は、予定した保険料率を下回って生じた保険料不足や、予想以上に給付

費が膨らんだといったことで生じる財源不足について、資金の交付や貸し

付けを行うため各都道府県に設置されているもので、平成２２年度の法改

正により、当分の間、保険料率の上昇抑制を図るために、同基金を充てる

ことができるとされております。 

今回は３年度末残高約５３億円のうち、１４億円を計上し、剰余金の活

用と併せ、保険料の上昇抑制に努めたところでございます。 

一方で、今後、団塊の世代の保険加入により被保険者数が急増すること、

医療の高度化等により一人当たりの保険給付費も依然として増加傾向にあ

ること、現役世代の負担も増加することなどから、被保険者に一定の保険

料の増加を負担していただかざるを得ない状況にあります。 

県の財政安定化基金については、前回改定において２５億円を活用し、

剰余金２５億円と併せた計５０億円で保険料率の上昇抑制を図りました。 

ただ、基金を活用することは、活用する２年間は保険料率の軽減効果が

あるものの、その後は基金残高の減少により保険料率の上昇要因となるこ

とから、保険給付費や被保険者数の増加が続く今後を見据えて活用する必

要があります。 

また、剰余金についても、各年度の歳入歳出の結果で増減があることか

ら、安定的な財源とはなり得ないものであります。 

このため、今回は、令和２・３年度の改定の状況も踏まえ、後ほど説明

いたします剰余金や財政安定化基金を活用しない場合、すなわち、剰余金

や基金といった財政状況を加味しない保険給付金の実態ベースで算定した

場合でも、均等割が１,８００円増加していること、安定した保険料率の設
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定に努める必要があること、これまでの基金と剰余金の活用状況などを勘

案し、県の基金から１４億円を活用し、剰余金３６億８千万円と併せ、合

計５０億８千万円を用いて保険料率の上昇抑制を図ることといたしました。 

以上、説明いたしましたＡの費用額からＢの収入計と１５番の剰余金繰

入額及び１６番の財政安定化基金交付金額を差し引いたものが、１７番の

保険料収納必要額４９３億３,０８２万８千円となります。 

この保険料収納必要額を１８番の予定保険料収納率９９.４％で除して、

１９番の賦課総額４９６億２,８５９万９,５９８円が算出されます。 

保険料は、受益に応じて等しく被保険者に賦課される均等割と、被保険

者の保険料負担能力に応じて賦課される所得割で構成されておりまして、

保険料率は、賦課総額を２１番の賦課割合にございます所得割総額を３８、

均等割総額を６２で算定いたします。 

以上の算定方法に基づき算定した結果、４・５年度の保険料率は均等割

額が２２番のとおり５万６,９００円となり、現行より１,８００円の増、

また、所得割率が２３番のとおり１０.８８％となり、現行より０.５０ポ

イントの増となりました。 

また、均等割軽減後の決定保険料額合計が、単年度で２４番の１７３億

６,０２４万２,５００円となり、この額を２０番の被保険者数で除したも

のが、２５番の軽減後の被保険者一人当たり保険料額で６万４,２０４円と

なります。 

その額と２９番の令和２・３年度の実績額を比較いたしますと、２,９１

０円の増となっております。 

増加した主な要因といたしましては、後期高齢者負担率の上昇や、一人

当たり保険給付費の増加、令和２年度までございました均等割額の軽減特

例７.７５割の見直しが主な要因となっております。 

なお、剰余金の繰入れ及び財政安定化基金の交付が無い場合は、３２番

の均等割額６万２,８００円、３３番の所得割率１２.２０％、３５番の軽

減後の一人当たり保険料額が７万８４６円となります。 

１５ページを御覧ください。 

令和４年度及び令和５年度における保険料率算定について、厚労省通知
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に示された数値や算定に必要な各種数値の見込み方について、整理したも

のになります。 

（１）後期高齢者負担率は１１.７２％に。 

（２）賦課限度額は６６万円といたしております。 

（３）保険給付費につきましては、一人当たりの保険給付費の伸び率に

ついて、令和２年度の被保険者一人当たりの医療費を令和元年度と同水準

とした上で、平成２７年度から令和元年度の５年間の実績における対前年

度比の平均１.０１８４に以下の①から③の影響を加味して、保険給付費を

見込んでおります。 

①は、診療報酬改定の影響を見込んでおりまして、令和４年度対前年度

比をマイナス１.２５％、令和５年度対前年度比を０.１２％としておりま

す。 

②は、団塊の世代の保険加入による影響額について見込んでおりまして、

後期高齢者全体の医療費に比べ、新規加入の被保険者の医療費は低いこと

から影響額を算出しております。 

③は、一定所得以上の窓口負担割合の見直しに伴う影響額を見込んでお

りまして、２割負担導入に伴う保険給付費の影響額を算出しております。 

１７ページを御覧ください。 

被保険者数の推計につきましては、平成３０年４月から令和３年１１月

までの実績数値を元に①から⑤の内容で推計した結果、表にございますよ

うに、被保険者数を令和４年度２６万６,０９４人、令和５年度２７万４,

６９９人と推計いたしております。 

１８ページをお開きください。 

先ほど説明いたしました、保険給付費の見込みの具体的な算出方法を記

載してございます。 

また、１９ページには矢印２で診療報酬改定の影響について、矢印３で

団塊の世代の保険加入による影響額について、矢印４で一定以上所得者の

窓口負担割合の見直しに伴う影響額について、それぞれ算出方法と影響額

等を記載しております。 

また、２０ページから２３ページに各費用の算出につきまして、さらに
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２４ページから３２ページにかけて、賦課総額の費用の額と収入の額を取

りまとめたものを掲載いたしております。 

以上で、令和４・５年度における保険料率算定についての説明を終わり

ます。 

引き続き、「鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、条例改正の内容を御

説明いたします。 

今回の条例改正は、冒頭、提案理由のところで申し上げましたように、

保険料率の改定及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正等

に伴うものでございます。 

それでは、具体的な内容につきまして、議案説明資料の１３ページ、条

例の改正点の概要により説明いたします。 

まず、（１）保険料率改定につきましては、４年度及び５年度の保険料

率として所得割率を１０.８８％、均等割額を５万６,９００円とすること

といたしまして、条例第９条及び第１０条を改めるものでございます。 

次に、（２）賦課限度額の引上げにつきましては、現行の６４万円から

６６万円になることから、条例第１１条を改めるものでございます。 

改正後の条例施行日は、令和４年４月１日からといたしております。 

なお、議案書の２６ページの附則第２項に記載がございますように、経

過措置といたしまして、改正後の条例の規定は、令和４年度以降の年度分

の保険料について適用し、令和３年度分までの保険料につきましては、な

お従前の例によることとしております。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより質疑に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認

めます。 

これより、討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 
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なお、申し合わせにより、討論の回数は一議題につき１回限り、討論の

時間は一人１０分以内となっておりますので、念のため申し上げます。 

３番 豊留榮子議員。 

〔豊留榮子議員 起立〕 

○３番（豊留 榮子君） 議案第３号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定」について、反対の立

場から討論いたします。 

このように国の方針で２年ごとに保険料率を改定するということで、今

回も令和４年度から実施されることになります。 

団塊世代と言われる、１９４７年から１９４９年に生まれた人たちが、

２０２２年から２５年には全国で６００万人を超える人たちが後期高齢者

になると言われています。 

このように様々な苦難を乗り越えて来られた高齢者だからこそ、老後は

ゆっくりと安心できる暮らしがしたいと思っていることと思います。 

これまで、社会に貢献されて来られた方々に、なぜもっと優しい政策が

考えられないのか、頼りにしている年金は年々減らされ、厳しい生活を強

いられています。 

このように国や県の負担金を大幅に増やし、高齢者が安心して病院へ行

けるような後期高齢者医療制度にするためにも、広域連合からも引き続き

強く国への要望を続けていくべきではないでしょうか。 

このように２年ごとに改定されていく、今回の保険料引上げに関する条

例の一部を改正するこの条例に反対をして、討論といたします。 

〔豊留榮子議員 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 他に発言がなければ、以上をもって討論を終了いた

します。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第３号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について採決いたします。 

本件に異論がございますので、この採決は起立により行います。 

本件について、原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕  

「起立多数」であります。  

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第７ 議案第４号「令和４年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合一般会計予算」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第４号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合一般会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

議案書の２７ページをお開きください。 

予算総額は９,２９１万５千円で、前年度より２５９万５千円の増額とな

っております。 

主なものにつきまして、事項別明細書で御説明いたします。 

３３ページをお開きください。 

まず、歳入でございます。 

第１款 分担金及び負担金 第１項 負担金 第１目 事務費負担金は、

９,２９１万２千円で２５９万５千円の増額となっております。 

３４ページをお開きください。 

次に、歳出でございます。 

１款１項１目 議会費は、４３０万３千円で議員の報酬や費用弁償の他、

定例会、臨時会等の議会運営にかかる経費を計上しております。 

２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費は、８,７１０万９

千円で、正副連合長の報酬の他、幹事会、運営委員会、各種会合等の旅費

及び職員の赴任旅費、事務室の借上料、派遣職員の人件費負担金などを計

上しております。 

前年度と比較いたしまして、２７３万７千円の増額となっておりますが、

その主な要因は、派遣職員の人件費負担金の前年度実績に伴う増によるも

のであります。 
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３６ページをお開きください。 

３項１目 監査委員費は、議員選出監査委員の交代により、７万５千円

の減額となっております。 

３７ページ以降の給与費明細書につきましては、お目通しをお願いいた

します。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

議案第４号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」

について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第８ 議案第５号「令和４年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」を議題といたしま

す。 

   ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第５号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」につきまして、御説明申し上げ

ます。 

議案書の３９ページをお開きください。 

第１条にございますように、予算の総額は歳入歳出それぞれ２,８６１億
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９,８０４万８千円で、前年度より２９億１,４６２万円の増額となってお

ります。 

次に、第３条に歳出予算の各項の経費を流用することが出来る場合につ

いて、追加しております。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

４５ページをお開きください。 

１款 市町村支出金 １項１目 事務費負担金は、８１６万９千円増の

５億５,１３７万６千円を計上しております。 

２目 保険料等負担金は１５億２,９３０万３千円増の２４６億４,９６

９万５千円を計上しております。 

３目 療養給付費負担金は、７,０３６万５千円増の２２７億４,０４９

万７千円を計上しております。 

２款 国庫支出金 １項１目 療養給付費負担金は、２億１,１０９万５

千円増の６８２億２,１４９万３千円を計上しております。 

２目 高額医療費負担金は、レセプト１件当たり８０万円を超える医療

費にかかる国の負担金でございますが、７,９４１万６千円増の１５億４,

１２２万円を計上しております。 

２項１目 調整交付金は、１億５５万４千円減の２７７億２,５８０万５

千円を計上しております。 

２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、長寿健診や口腔健診事業等

にかかる補助金で、６９７万２千円増の１億４,４０３万４千円を計上して

おります。 

３款 県支出金 １項１目 療養給付費負担金は、７,０３６万５千円増

の２２７億４,０４９万７千円を計上しております。 

４６ページをお開きください。 

２目 高額医療費負担金は、２款 国庫支出金 １項２目 高額医療費

負担金と同額の１５億４,１２２万円を計上しております。 

２項１目 財政安定化基金交付金は、５億５千万円減の７億円を計上し

ております。 

４款 支払基金交付金 １項１目 後期高齢者交付金は、５億２,２７１
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万５千円減の１,１０８億９,１４４万５千円を計上しております。 

これは、国保・健保等現役世代が加入する各医療保険者からの支援金で

ございます。 

５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金は、国保中央会が全国レ

ベルで財政調整を行った上で交付する交付金でございますが、９,１５７万

７千円増の１億８,３１５万１千円を計上いたしております。 

７款 繰入金 １項１目 運営安定化基金繰入金は、５億９,１８９万１

千円増の１８億４,１８９万１千円を計上いたしております。 

４７ページを御覧ください。 

８款 諸収入 ３項１目 第三者納付金は、交通事故等にかかる医療費

についての加害者からの損害賠償金でございますが、前年度と同額の２億

８,４２４万３千円を計上いたしております。 

９款１項１目 繰越金は、令和３年度決算見込みに伴う剰余金の金額を

受け入れるもので、１３億４，９６３万 7千円増の２４億３,８７８万２千

円を計上いたしております。 

次に、歳出でございます。 

４８ページをお開きください。 

１款 総務費 １項１目 一般管理費は、３,９３７万６千円増の４億６,

０２２万４千円を計上いたしております。 

主なものは、業務課派遣職員の人件費等負担金、療養費等通知や周知広

報にかかる費用に加え、窓口２割負担開始に対応するための費用などでご

ざいます。 

４９ページを御覧ください。 

２項１目 レセプト点検事業費は、１,００３万４千円増の１億４,７４

２万４千円を計上いたしております。 

主なものは、令和４年度から柔道整復療養費及びあんま・はりきゅう療

養費点検に取り組むための委託料などでございます。 

２目 訪問指導事業費は、重複・頻回受診者訪問指導等に係る市町村へ

の委託料などで、４７８万４千円減の７９８万９千円を計上いたしており

ます。 
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５０ページをお開きください。 

４目 医療費通知事業費は、税の申告等に係る医療費控除の活用の利便

性を図るため、１月末に前年１２月から当該年度１０月診療分までの分を

通知するように変更いたしまして、結果として通知回数が減になることに

より１,０７５万円減の３,９４１万２千円を計上いたしております。 

５目 第三者行為求償事業費は、交通事故などの第三者行為に関する求

償事務にかかる委託料で、前年度と同額の１,４２９万円を計上しておりま

す。 

５１ページを御覧ください。 

２款 保険給付費 １項１目 療養給付費は、８億２,０３１万６千円増

の２,６５１億４,１３７万円を計上いたしております。 

２目 療養費は、７４９万円増の２１億７,９０４万７千円を計上いたし

ております。 

３目 審査支払手数料は、レセプトの審査支払いにかかる手数料でござ

いますが、９３７万８千円増の５億７,８７５万９千円を計上いたしており

ます。 

２項１目 高額療養費は、３,８００万円増の１２５億２,８５９万８千

円を計上しております。 

２目 高額介護合算療養費は、１１１万２千円増の３億２,１３９万２千

円を計上いたしております。 

３項１目 葬祭費は、１,０３０万円増の３億３,０２６万円を計上して

おります。 

２目 傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金と

して、前年度と同額の１００万円を計上いたしております。 

３款１項１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、９,１５７万７千円増

の１億８,３１５万１千円を計上いたしております。 

５２ページをお開きください。 

４款 1項 1目 健康診査費は、長寿健診にかかる補助金や口腔健診事業

にかかる委託料で、１,１１１万７千円増の３億８,４７５万２千円を計上

いたしております。 
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２目 一体的実施推進事業費は、取り組み市町村の増加などにより、１

億６,４８４万９千円増の６億１,２６４万４千円を計上しております。 

５３ページを御覧ください。 

３目 その他健康保持増進事業費は、２０２万６千円増の９,２０１万５

千円を計上いたしております。 

５４ページをお開きください。 

５款 基金積立金 １項１目 運営安定化基金積立金は、２４億３,３８

４万円を計上いたしております。 

８款１項１目 予備費は、７億８６４万９千円減の７億１,０７６万４千

円を計上いたしております。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、質疑に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑はないものと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

３番 豊留榮子議員。 

〔豊留榮子議員 起立〕 

○３番（豊留 榮子君） 議案第５号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算」に対して、反対の立場から討論いた

します。 

昨年度からスタートしました保健事業費の「一体的実施推進事業」は、

介護保険事業と一体になり高齢の方々の健康状態を把握し、高齢者の方が

健康を維持できるような取組が今進められているところです。 

４年度の予算が６億１，２６４万４千円で、３年度より１億６，４８４

万９千円と予算が上乗せをされています。 

高齢者の健康を守ることは本当に大事なことです。 

さらに、県内の自治体に広げていくためにも国庫補助金を増やすよう要
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望し、自治体の負担を軽減すべきではないでしょうか。 

そして、終息の見えないコロナ禍のなかで、多くの方が生きづらさを感

じている今、７５歳以上の高齢者は病院の窓口での医療費負担が１割から

２割に値上げされました。 

それだけではありません、介護保険料も値上げされました。 

年金だけでは暮らしていけないと言われる高齢者が、今増えてきていま

す。 

こうした現状からも、高すぎる保険料の引下げや、高齢者の健康推進事

業をさらに充実させるためにも、国や県に対して財政負担を求め、高齢者

が安心して医療にかかれる制度にすべきではないでしょうか。 

以上のことから、議案第５号 後期高齢者医療特別会計予算に反対をし

て、討論を終わります。 

〔豊留榮子議員 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 他に発言がなければ、以上をもって討論を終了いた

します。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第５号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計予算」について採決いたします。 

本件に異論がございますので、この採決は起立により行います。 

本件について、原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕  

「起立多数」であります。  

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第９ 議案第６号「鹿児島県後期高齢者

医療広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」を議題

といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 
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○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第６号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合

一般職の任期付職員の採用等に関する条例制定の件」につきまして、御説

明申し上げます。 

議案書の５９ページをお開きください。 

本条例は、特定の目的のために期間を限定して職員を採用しようとする

もので、今後専門的な知識経験を備えた人材確保の必要性が生じることを

想定し、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、

今回制定するものでございます。 

内容といたしましては、任期付職員として一定の期間必要な業務に従事

させる場合、任期を定めて採用し、５年を超えない範囲で更新することが

できることを定めるほか、同職員に関する給与及び休暇等の勤務条件につ

きましては、鹿児島県の任期付職員の例によることを定めるものでありま

す。 

施行日は、令和４年４月１日といたしております。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第６号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般職の任期

付職員の採用等に関する条例制定の件」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第１０ 議案第７号「鹿児島県後期高齢

者医療広域連合第４次広域計画策定の件」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

田﨑事務局長。 

〔田﨑寛二事務局長 起立〕 

○事務局長（田﨑 寛二君） 議案第７号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合

第４次広域計画策定の件」について、御説明申し上げます。 

議案書の６３ページをお開きください。 

現行の第３次広域計画が本年度末をもって計画期間が満了することに伴

い、令和４年度から５年間を計画期間とする第４次計画を新たに策定する

ものでございます。 

策定にあたりましては、昨年９月に計画素案に対する意見聴取を県内全

市町村に行い、以降、医療懇話会で御意見を伺った上でパブリックコメン

トを実施し、取りまとめたものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔田﨑寛二事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第７号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合第４次広域計

画策定の件」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 以上で、今議会に付議された案件はすべて議了いた

しました。 

ここで、川添広域連合長職務代理者から発言の申し出がありますので、

これを許可いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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川添広域連合長職務代理者。 

〔川添健広域連合長職務代理者 起立〕 

○広域連合長職務代理者（川添 健君） 定例会の閉会に際し、一言御挨拶を

申し上げます。 

本日は、議員の皆様方には慎重な御審議を賜り、また、提案をいたしま

した議案について、いずれも原案どおり可決を賜りましたことに、心から

お礼を申し上げます。 

当広域連合といたしましては、今後とも各関係機関、団体とも連携を図

り、本制度の円滑な運営を進めて参りたいと考えております。 

議員の皆様方をはじめ、関係各位におかれましては、今後とも制度の運

営について、御理解、御協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げまし

て、閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

〔川添健広域連合長職務代理者 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 以上で、本日の会議を閉じます。 

これをもって、令和４年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第１回定

例会を閉会いたします。 

 

＝閉会：午前１１時００分＝ 
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